
保険外で負担いただく費用について 

 

 

■ 当院では、保険外費用として認められている下記の項目について患者様からご負担い

ただいております。 

  これらの費用については、患者様が希望する場合に限り生ずる費用です。 

 

 

＜診断書料＞ 

  １）普通なもの（各一枚につき）（警察・会社・施設等）    ３，８５０円 

  ２）複雑なもの（各一枚につき）（各保険会社等）       ５，５００円 

  ３）  〃  （各一枚につき）（後遺症・特別障害）     ８，８００円 

 

＜文書料＞ 

  １）普通なもの（各一枚につき）（交通安全等）        ２，２００円 

  ２）複雑なもの（各一枚につき）（死亡診断書等）       ４，４００円 

  ※ 診断書及び証明書作成のために要した検査に係る諸経費は別途負担となります。 

 

＜健康診断＞ 

  １）簡易なもの（各一枚につき）               ４，４００円 

  ２）複雑なもの（各一枚につき）（血液検査等含む）      ７，７００円 

  ※ 特定健診等、無料もしくは一部負担額の上限が定められたものはそれに従います。 

 

令和元年１０月１日  消費税改正に伴う変更 

須藤医院 院長 

 


